
東京ホッケー協会第7回理事会議事録

日時：平成28年2月13日（土）9：30～12：00

場所：日本橋公会堂第4洋室

出席者：（理事）和田明仁、1日邦彦、河原茂光、正田実、林正巳、菅野芳故、鍋田茂子、三宅正美

8名中8名．の理事の出席があり、本理事会は定足数を満たし、開催された。

く承認事項〉

1．第6回理事会議事録の承認
・問題なく承認された。

2．競技役員の選任

・第6回の理事会での議論を踏まえ人選を進めてきた。

競技部長に西澤英「郎氏伍扱審判員）、審判部長に林正巳氏（¶仏理事）を充てる事とした叛

なお、∬仏技術委員長に確認し、地方協会審判長に特別な資格の保有は不要との回答を得ている。
・上記説明をうけ、西澤競技部長、林審判長は異議無く承認された。

〈報告事項〉

1．登録作業にについて

1－1．¶仏正会員継続登録の状況報告

・m正会員継続登録状況は以下の通りである。

継続登録37／41チーム、新規登録7チーム、計崩チームが登録済みである。

継続登録で未提出は専修、東海男子、学芸大附属男女である。

（追記：その後、2月末までに東海男子、専修大学の登録は完了した。

社会人の未登録未提出チームは一橋、セントP、TokyoU、武蔵クラブと考える。

卜2．新規・継続正会員承認要件の確認（cf．関東社会人リーグ規約）
・関東社会人リザ規約（肥7．も1施行）によると、刀仏登録及び各都道府県協会が必要である。

実業団大会と社会人大会が「緒になった数年前からJ他登録が曖昧になっていたので、

未登録チームに対し、登録をプッシュしたい。
・変更登録を容易にするため、肝に画面を変更する。

代表者、監督、議決権行使者、連絡者は全てチームが選任するものであり、チーム・個人事情によ

って不定期に交代・変更が発生すると考えられる。

mは変更登録があった場合、受理した旨回答する。
・新規登録については今後粘り強くお顔いを続けて行くべきでm・J仙登録の意味、必要性を説明す

る必要あり、特にお金の流れは肝に解りやすく掲載する。

卜3．Jl仏登録作業の取り進めについて

・J鮎へのチーム・個人登録は2月末からになるものと思われ、鍋田・三宅で行う。

・ジャッジ・審判登録については、J鮎からの方針が決まったら対応する。（3月以降と思われる；）

2，品川区・大田区イベント他について

2－1．具体的なイベントの準備

鈴ヶ森小学校ホッケー教室（3月5日終日）
・正田理事から鈴ヶ森小学校ホッケー教室の概要の説明があった。
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・応援者の確認を来週中には纏める。

品川区教育委員会から謝金100千円貰える見込み。

応援スタッフには、交通費1000円、昼食費1000円（午前・午後参加者）を支払う事を承認した。

2020東京五輪までに品川区内52校で開催したいとしており、今後のひな型になる。

2年前に川髄でキッズ向けホッケー教室が放映された。このビデオを今後有効に使用（雨天時）。
・スティック・ホ寸叫の東大→鈴ヶ森小への搬入は河原理事が行う。

・なお、品川区オリパラ課へも近々、訪問する予定としている。

日野学園ホッケー教室（3月19日午前）
・日野学園ホッケー教室は日野学園保護者、三宅さん、東大男子学生で計画を進めている。

「すまいるスクール」（教育委員会も絡んでいる？）として、継続して行きたし㌔

「すまいるスクール」から支払われる謝金は8000円とのことである。

これについては、基本的には前記「鈴ヶ森小」と同様の対応とする。

なお、当日反省会として第8回理事会と併せて日野学園会議室にて開催する。

2－3．大田区に対するアプローチについて

河原理事が大田区担当者を訪問する予定である。（3月15日）

3．その他事業について

3－1．都体協ジュニア育成事業について

・都助成基金事業のジュニア教室の事業期間内最終開催日は2月訪日（日）である。

3月は事業期間外であるが、20日開催を予定する。（日野学園の翌日でボランティア）

都体協への事業報告書提出期限は3月18日となっている。

都体協の担当者（坂部さん）から次年度もほぼ同規模の事業開催が可能となると聞いている。

次年度バンプレット作成の許可もいただいている。

なお、都体協助成金は10万円前後の赤字となる見込みで、目的寄付金を集め対応したい。

3－2．その他

・mリオ五輪視察団派遣の件（m負担なし）

一川理事から、リオ五輪に行くm正会員構成員がおられれば、視察員に指名してはどうか，

視察員に指名された方には、帰国後報告会を開催して貰ってはどうかとの提案あり。

都体協に対して視察費用援助の要請が出来るのではと発言あり（鍋田）。

4．委員の募集について

4－1．委員会制についての確認

各委員会の職務と権限の明確化

（例えば、以下のようなことを明確にし、理事会と区別する。）
・理事会で決定した案件は基本的に委員会で実施する。

・委員会は必要な予算・人員を理事会に申請し、事前に承認を得る。

・委員会は委員長の権限で招集できるものとする。

・事後は必ず理事会に実施報告を行う。

4－2．理事・委員の区分等

理事候補者、委員候補者＝運営責任者（副）、委員候補者＝行事参加者、以上3レベルとなる。

今回は委員の募集を行う。
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4－3．ホームページでの募集原稿秦策定

・ホームページの募集原稿案は以下の様に考えている。

・mは皆様の協会を目指して次の5つの委員会を設けて活動をスタートしております。

ここでは5つの委員会の業務内容を簡単に記しております。

この委員会のこの業務に関心がある、企画段階から参画したい、イベントを手伝いたい、

という方を募集しておりますも

皆様の協会として、是非この委員会に加わって活動をしていただきたいと願っております。

【総務委員会】
・協会事務

・会計・財務

・規約・規程

・法人化検討

【広報委員会】
・肝作成・更新

・その他広報

【普及委員会】
・イベント実施

・普及活動

【五輪関連員会】
・Jmとの協働

・行政との連携

【競技委員会】
・審判育成

・競技会開催

【強化委員会】
・国体チーム

・高体連協力

mの事務全般、現在は各種登録作業を行っています。

mの会計実務、mの決算作業、予算立案等

規約見直し、細則規程作成→現在頓的検討チーム」の立上げを計画中。

法人化検討

肝の作りこみ及び更新

メルマガ等による発信等を検討しています。

ジュニアホッケー教室の実施

ホッケ「経験者がホッケーを楽しめる様々な場を提供します。

東京五輪2020に向けてJmと協働して準備活動を行います。

品川区、大田区と連携して東京五輪に向けた活動をします。

講習会の開催等を通じて、東京都在籍のジャッジ・審判の育成に務めます。

m主催・主管の大会の運営に当たります。

国体チームの監督の指名し、国体チーム強化・支援を行います。

高体連の活動に協力します。

5．総会準備

5－1．議案の検討

総会決議事項は以下の通りである。

①　理事及び監事の選任

委員募集（3月15日を仮締切）→理事候補者案検討（3月19日理事会までが理想）を行う。

次の4月9日理事会で候祐者を確定し、執行部案として総会議案とする。

今回の総会では規約通りに考えると、「理事候補者」に対する縛りは特にはない。

②JHA正会員の選任（及び解任）

JHA正会員の選任は規約に従い総会で選任したという事実が大切だと考えている。

理事候補者の中から6人を正会員候補として議案にする。

③　決算の承認

現在のmの範囲を明確にして、まずその中での決算という事になろう。
「ジュニア教室」はTHAとして助成金を受けており、都体協にも報告するので、決算には含める。

その他は、法人THAとめ今後の動向に待ちたし㌔
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④　規約の変更

「規約検討チーム」を設けて早急に改定原案を作成したい（役員分担金等々）。

細則・各種規程の作成や、法人化検討に繋がるチームにしたい。

報告事項としては、
・肥8年度活動方針、活動計画

今度の総会の目玉にしなくてはいけないテーマです。
・肥8年度予算

Tl仏登録もほぼ見通しがつき、収入額・予算規模が固まり、

その中でどのような活動が出来るか、活動計画と連動させたいと思います。
・法人化に対する考え方

・規約検討委員会の設置（理事会の指名）

5－2．スケジュール、他総会準備

・総会を4月23日に予定し、4月9日に議案を確定する。

・直ちに議決権行使者に招集通知を配信する。

Tl仏登録の変更画面を早急に整備し、各チームに議決権行使者を登録していただく。

監督をみなし規定でなく、議決権行使者を監督名にしていただく。

総会の出欠をホームページから通知できるようにする。

く確認事項〉

1．次回理事会の開催

第8回理事会‥・3月19日用日野学園会議室

上記決議を確証うるため、本議事録が作成され、会長及び副会長が署名捺印した。

平成28年3月1日

東京ホッケー協会

会長

和田　明仁

お園覇ダニ
副会長
一川　邦彦

〆川野多軸


